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今月号の内容  
 

 離婚件数が増加、婚姻件数は減少  

 取引先倒産による連鎖倒産防止のための共済制度  

 労働組合組織率が 34 年ぶりに上昇  

 日本年金機構の方針および取組みについて 

 介護職員の能力・経験等を給与に反映  

 失業者等による公的な貸付制度・給付制度の利用が増加  

 「労働者派遣法」改正をめぐる最近の動き 

 仕事・上司・年収に対する正社員の「満足度」 

 どうなる！？「夫婦別姓制度」 

 日本における今後の「雇用戦略」とは？ 

 2 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］ 
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離婚件数が増加、婚姻件数は減

少  

 
◆「人口動態統計」の結果 

2009 年 の離婚件数は、前年より約

2,000 組増えて約 25 万 3,000 組となり、

７年ぶりに増加する可能性があることが、

厚生労働省の行った「人口動態統計」の

年間推計結果で明らかになりました。「人

口動態統計」は、出生・死亡・婚姻・離

婚・死産について、各種届出書等から人

口動態調査票が市区町村で作成され、こ

れを収集して集計したものとなっていま

す。 

速報の数値は調査票の作成枚数であり、

日本における日本人、日本における外国

人、外国における日本人および前年以前

に発生した事象を含むものです。そのう

ち、日本における日本人についてまとめ

たものが「人口動態統計月報（概数）」で

あり、この月報（概数）に若干の修正を

加えたものが年報確定数となっています。 

 

◆離婚件数は 2002 年が戦後最多 

年間推計の推計方法は、「人口動態統

計速報」の 2009 年１月から 10 月分まで

および「人口動態統計月報（概数）」の

2009 年 1 月から７月分までを基礎資料と

して、2009 年の 1 年間を推計しています。 

離婚件数は 1990 年を底に 12 年連続で

増加しており、2002 年に戦後最多となる

28 万 9,836 組となりました。しかし、そ

れ以降は６年連続で減少しており、2008

年には 25万 1,136組にまで落ち込みまし

た。2009 年は微増の見通しでしたが、厚

生労働省では「推計段階で詳細な分析が

できていない」とコメントしています。 

また、離婚率（人口 1,000 人あたり）

は、2008 年は「1.99」で。10 年ぶりに「２」

を下回りましたが、2009 年は「2.01」と

なる見込みです。 

 

◆婚姻件数は？ 

一方、婚姻件数は、2009年は 71万 4,000

組となる見通しであり、2008 年の 72 万

6,106 組より約 1 万 2,000 組の減少と推

計されています。2005 年以降は増加と減

少を繰り返していましたが、2009 年は

2005 年（71 万 4,265 組）、2007 年（71

万 9,822 組）を下回る可能性があります。 

厚生労働省では、「結婚適齢期の世代

の人口が減っているため、全体としては

減少傾向が続くだろう」と説明していま

す。離婚増加と婚姻減少は、政府の支援

が必要となる母子・父子世帯の増加や、

少子化に繋がると懸念されています。 

同省が 2007 年に実施した「21 世紀成

年者縦断調査」では、2002 年 10 月末時

点で 20～34 歳であった全国の男性を対

象として過去５年間に結婚した割合を就

業形態別で比較したところ、「正規社員」

は 24.0％だったのに対し、「非正規社

員」は 12.1％と約半分でした。 

この結果から、雇用情勢の悪化が婚姻

件数の減少に影響を与えた可能性が指摘

されており、当面はこの状況が続くもの

と懸念されます。 

 

取引先倒産による連鎖倒産防止

のための共済制度  
 
◆中小企業の連鎖倒産を回避できるか？ 

新聞によれば、中小企業庁では、取引

先倒産による中小企業の連鎖倒産を防ぐ

ため、共済制度の拡充に関する改正案を

国会に提出する予定とのことです。 

拡充されるのは、独立行政法人中小企

業基盤整備機構が運営する「中小企業倒

産防止共済」（通称：経営セーフティ共

済）制度です。 

 

◆「経営セーフティ共済」とは？ 

同制度は、取引先が倒産して売掛金が

回収できなくなった加入者に対し、共済

金を無利子・無担保・無保証人で貸し付
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ける制度であり、全国の中小企業の約７

パーセントに相当する約 29万 3,000社が

加入しています。 

現在の制度では、貸付限度額は「回収

困難な売掛金債権等の額」と「掛金総額

の 10 倍の額」のうちいずれか少ない額で、

最高で 3,200 万円となっており、返済期

間は５年間、返済方法は 54 カ月で均等分

割による毎月返済となっています。  

掛金月額は、5,000 円から８万円まで

の範囲（5,000 円刻み）で自由に選ぶこ

とができ、掛金総額が 320 万円になるま

で積み立てられ、払い込んだ掛金は、税

法上、法人の場合は損金、個人の場合は

必要経費に算入することができます。 

 

◆今回の改正案の内容 

同 制 度 の 中で、貸 付限度額 であ る

「3,200 万円」を「8,000 万円」まで引き

上げるのが、今回の改正案です。 

これは、企業の倒産件数が増加し、１

件当たりの負債総額も高額になり、回収

できなくなった売掛金債権の満額を借り

ることができなかった企業が、2006 年度

で加入企業の約 13％に達したためです。

限度額の引上げにより、この 13％という

数値が５％程度に抑えることができると

試算されています。 

2008 年には同制度の新規加入者が急

増したものの、ここ数年では減少傾向が

続き、制度の運営が不安定になると指摘

されています。中小企業庁では、さらに

加入者を増やして不況の長期化による倒

産増に備えたい考えのようです。  
 

労働組合組織率が 34年ぶりに上

昇  

 
◆「労働組合基礎調査」の結果から 

全国の労働組合の推定組織率が、2009

年６月末時点で前年を 0.4 ポイント上回

る 18.5％となり、1975 年以来 34 年ぶり

に上昇したことが、厚生労働省の「労働

組合基礎調査」で明らかになりました。 

同省では、経済状況の悪化で、パート

労働者の労働組合加入が大幅に増加した

ことや、組織率を計算する際の分母とな

る雇用者数が約 5,455 万人と前年比で約

110 万人減少したことが要因だとみてい

るようです。 

 

◆組合数は減少 

同調査では、全国２万 6,696 の労働組

合を対象に 2009 年６月末時点の状況を

調査しています。これによると、組合員

数は約 1,007 万 8,000 人で、前年同期比

で約 1 万 3,000 人増となっていますが、

組合数は 269 減少しています。 

また、推定組織率（雇用者数に占める

労働組合員数の割合）は、18.5％で前年

比 0.4 ポイント上昇となりました。 

労働組合員数を産業別にみると、製造

業が最も多く約 275 万 3,000 人で全体の

約３割を占め、次いで卸売業・小売業が

約 114 万 8,000 人となっています。 

 

◆パートタイム労働者の状況等 

パートタイム労働者の組合員数は約

70 万人で前年比約８万 4,000 人増となっ

ており、全労働組合員数に占める割合は

7.0％、推定組織率（パートタイム労働者

の労働組合員数を短時間雇用者数で除し

て得られた数値）は 5.3％となりました。 

主要団体別の組合員数では、連合（日

本労働組合総連合会）が約 683 万 2,000

人と前年比約７万人増加しているのに対

し、全労連（全国労働組合総連合）が約

88万 3,000 人と前年比約 1万 1,000 人減、

全労協が約 14万人と前年比約 3,000人減

（全国労働組合連絡協議会）となってい

ます。 

 

◆団体交渉の要求が増加する可能性も 

不況による影響で雇用情勢が悪化する

中、従業員からすれば雇用維持・雇用確

保等を掲げる労働組合への期待はますま
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す高まります。 

その反面、事業主にとってみれば、労

働組合から団体交渉を求められるリスク

が高くなってきます。団体交渉を求めら

れることのないよう、常日頃からしっか

りとした労務管理を心掛けておくべきで

しょう。 

 
日本年金機構の方針および取組

みについて 
 
◆今年１月に発足 

不祥事が相次ぎ、「年金不信」の代名詞

となっていた社会保険庁は解体され、そ

の後継組織として日本年金機構が今年１

月に発足しました。同機構は約 1,000 人

の民間採用を含む正職員約１万 880 人と、

有期雇用契約職員約 6,950 人からなる非

公務員型の特殊法人です。 

長妻厚生労働大臣は、職員のうち社会

保険庁出身者の月給を一律３％減額する

方針を示しました。これは、年金記録問

題を起こした同庁の責任を明確にするた

めのもので、問題解決に一定のめどがつ

くまで継続するようです。役員について

も、ポストに応じて報酬を８～16％減額

し、これも当面継続させるとのことです。 

 

◆方針や目標は？ 

社会保険事務所から改称した全国 312

の「年金事務所」では、「お客様へのお約

束 10 カ条」を掲示し、国民目線のサービ

スの徹底を目指す方針です。 

その内容は「その場でお答えできない

場合は２日以内に確認状況をご連絡」、

「お客様にプラスとなるもう一言を心が

ける」、「お待たせ時間を 30 分以内にす

ることを目指す」などの具体的な指標で

す。 

さらに、2013 年度末までの中期目標と

して、2002 年度から 60％程度と低迷して

いる国民年金保険料の納付率の低下傾向

に歯止めをかけ、回復させるように努め

ること、厚生年金保険料については「未

適用事業所の適用を進めつつ、収納の確

保を図る」とし、徴収体制を強化するこ

とを掲げています。しかし、いずれも具

体的な数値目標は盛り込まれませんでし

た。 

 

◆今後の新体制に期待 

年金記録問題の発覚により、旧社会保

険事務所の窓口対応が相当変わったこと

は確かです。日本年金機構による新体

制・新方針の中で、国民の信頼回復がど

こまで図られるかが気になるところです。 

なかなか年金事務所等を訪れる機会が

ない方は、一度、年金事務所等を訪ねら

れ、ご自身の年金記録などの相談をしつ

つ新体制を実感されるのも良いのではな

いのでしょうか。  
 

介護職員の能力・経験等を給与

に反映  

 
◆厚労省による新たな対策 

厚生労働省は、人手不足が続いている

介護職場の魅力を高めるための対策とし

て、現在実施中の月給引上げ策と平行し

て、能力・経験に応じて職員の給与が増

える仕組みを導入するよう、介護事業所

に促進していく方針を打ち出したそうで

す。 

介護分野における有効求人倍率は全産

業の「0.44 倍」を大きく上回る「1.3 倍」

程度で推移しており、人手不足感が強い

にもかかわらず、介護事業所の給与・人

事制度は、職員の能力・経験などを評価

する仕組みが不十分な場合が多く、労働

者が就職・転職に二の足を踏む一因とな

っています。 

このため、厚生労働省では、介護職員

の月給を引き上げる事業所向けの交付金
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制度（介護職員処遇改善交付金）を活用

することを考えています。 

 

◆職員のキャリア等を評価 

介護職員処遇改善交付金は、介護職員

の処遇改善に取り組む事業者に対して平

成 21 年 10 月から平成 23 年度末までの間、

計約 4,000 億円程度を交付するもので、

平成 24 年度以降も引き続き取組みを進

めることから、同省では、この交付金を

積極的に活用するよう求めています。 

今後は、能力・資格・経験年数などに

応じて職員の給与を引き上げる仕組みを

設けることを交付金支給の条件に加える

ことも検討されており、職員のキャリア

を評価する仕組みを介護業界にも普及さ

せることで、「長く働き続けても賃金が増

えない」といった不満の解消を目指して

います。 

 

◆ミスマッチ解消も課題 

他にも、条件を満たさない事業所につ

いては、同交付金を減額する方針と言わ

れており、現在の予定では、2009 年度内

に具体的な要件を詰め、2010 年中に適用

するということです。 

また、介護分野の雇用のミスマッチ解

消も急がれています。平成 19 年における

介護関係職種の離職率は全体（正社員と

非正社員）で 21.6％、正社員においては

20.0％と全産業の 12.2％よりも高くな

っています。 

厚生労働省は、全国約 400 のハローワ

ークや同省の講堂で「介護職専門の就職

面接会」を順次開催し、就職・転職希望

者と介護事業者の橋渡しを強力に進めて

いく方針を取っています。介護資格など

に関する相談を受け付け、介護の仕事が

わかるビデオ視聴コーナーや体験セミナ

ーも開き、介護職への理解をより一層深

めてもらうのがねらいです。 

今回の厚労省による制度が人材定着に

有効となるのか、非常に注目されるとこ

ろです。 

失業者等による公的な貸付制

度・給付制度の利用が増加  

 
◆失業者等を救う様々な貸付・給付制度 

失業などにより収入が激減したり、年

金だけでは生活が立ち行かなくなったり

した人の暮らしを保障するための公的な

貸付制度・給付制度の利用が増えている

そうです。 

主な公的支援制度としては、「雇用保険

の失業給付」、「就職安定資金融資」、「訓

練・生活支援給付」、「住宅手当緊急特別

措置」、「生活福祉資金貸付制度」、「臨時

特例つなぎ資金貸付制度」などがありま

す。 

失業給付の基本手当はよく知られてい

ますが、非正規労働者のうち雇用保険に

加入していない人が多いことや長期失業

者が増えていることから、基本手当を受

給しているのは失業者数全体の３割に満

たないと言われています。 

 

◆各制度の特徴 

「就職安定資金融資」は、解雇や雇止め

にあった人に対し「敷金・礼金」、「転居

費・家具費」などとして 50 万円、家賃補

助費として 36 万円を低利で貸し付ける

制度です。また、「住宅手当緊急特別措

置」は、２年以内に離職し、就職意欲が

あり、かつ住宅を失いそうな人に対し、

最長６カ月間分の家賃を支給するもので

す。 

一方、住む場所はあるが、仕事がなか

なか見つからない人には「生活福祉資金

貸付制度」が利用しやすくなっています。

貸付金の用途が多岐にわたり、対象者も

低所得者、障害者、高齢者と幅広く、主

に民間の貸付制度を利用できない世帯に、

生活費や学費などを無利子または低利で

貸し付ける制度です。 
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◆「生活福祉資金貸付制度」へのニーズ 

今後、需要が高まると予想されるのは、

この「生活福祉資金貸付制度」です。2009

年 10 月に改正が行われ、従来は連帯保証

人が必要とされたものでも、連帯保証人

なしで貸付が受けられるようになりまし

た。 

連帯保証人がいれば無利子で、いない

場合は年 1.5％の低利で借りることがで

きます。また、10 種類ある融資資金が４

つのカテゴリーに整理されたことで、利

用者にもわかりやすくなりました。 

この改正に伴って利用が増えるとみら

れるのが「総合支援資金」であり、失業

で生計を維持することが難しくなった世

帯や、多重債務を抱えて弁護士などに相

談するにも費用がないなどの人が利用で

きます。「敷金・礼金」など、賃貸住宅に

入居するための住宅入居費の融資も受け

られるほか、次の仕事を見つけて生活を

立て直すまでに月 15 万円（単身の場合）

を最長 12 カ月貸してもらえるなどのメ

ニューもあります。 

 

「労働者派遣法」改正をめぐる最

近の動き 

 
◆労政審が厚労相に答申 

昨年の政権交代後、労働者派遣法の改

正をめぐる動きが活発化しています。 

昨年末（12 月 28 日）、厚生労働省の労

働政策審議会（労働力需給制度部会）は、

「労働者派遣法」（正式名称は「労働者派

遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働

者の就業条件の整備等に関する法律」）の

改正に向けた報告書を長妻厚生労働大臣

に答申しました。 

これを受け、今後、厚生労働省が改正

法案の作成に着手していくものとみられ、

今年の通常国会に法案が提出される見込

みです。 

 

◆予定されている改正内容 

今回予定されている主要な改正項目は、

（１）専門 26 業務や高齢者派遣などを除

く「登録型派遣」の禁止、（２）常用型以

外の「製造業派遣」の禁止、（３）２カ月

以内の期間を定める「日雇い派遣」の原

則禁止などです。いずれも企業にとって

は大きな影響を与える内容といえるでし

ょう。 

改正法案が今年の通常国会で順調に成

立した場合、（１）（２）の施行日は「公

布の日から３年以内」の予定とされてお

り、（１）のうち「問題が少なく労働者の

ニーズもある業務」についてはさらに２

年の適用猶予期間が設けられることとな

っています。 

 

◆企業側・労働者側の反応 

世界同時不況・経済危機以後、派遣労

働をめぐっては、「規制緩和」から「労働

者保護」への方向に傾きつつあります。 

しかし、今回の改正内容については、

企業側から「登録型派遣や製造業派遣の

原則禁止は企業にとって極めて甚大な影

響がある」「急な発注や季節の変動に対

応できない中小企業などは大きなダメー

ジを受けてしまう」などといった反発の

声が上がっています。 

そして、今回の改正内容について反対

があるのは企業側だけではありません。

労働者側からも「施行日までの期間が長

く、生活が不安定な非正規雇用の労働者

を救済する内容になっていない」「登録

型派遣や製造業派遣の禁止により職を失

う人が増える可能性がある」などといっ

た懸念の声も聞かれます。 

今後、このような労使双方の声が改正

にどのような影響を与えていくのか、注

目しておきたいものです。 

 
 
 
 



 7

仕事・上司・年収に対する正社員

の「満足度」 

 
◆民間会社によるインターネット調査 

株式会社 NTT データ経営研究所が、イ

ンターネットを利用して 12 月上旬に実

施した「ビジネスパーソンの就業意識調

査」（企業で正社員として働く 1,038 人

が回答）の結果を発表しました。 

ここでは、このアンケート結果のうち、

正社員にとっての仕事・上司・年収に対

する「満足度」などの項目について見て

いきたいと思います。御社の社員の方の

「満足度」は以下の結果と比べていかが

でしょうか？ 

 

◆「現在の仕事にどの程度満足している

か？」 

「大いに満足している」（8.3%）、「どち

らかといえば満足している」（53.4%）と

回答した人を合わせると、約６割（61.7%）

の人が、現在の自分の仕事に満足してい

ることがわかりました。 

 

◆「現在の上司にどの程度満足している

か？」 

「大いに満足している」（9.7%）、「どち

らかといえば満足している」（45.7%）と

回答した人を合わせると、５割以上

（55.4%）の人が、職場における自分の上

司に満足していることがわかりました。

なお、「大いに不満がある」と回答した人

は 15.8%でした。 

. 

◆「現在の収入にどの程度満足している

か？ 

「大いに満足している」（2.6%）、「どち

らかといえば満足している」（33.8%）と

回 答 し た 人 を 合 わ せ る と ４ 割 以 下

（36.4%）でした。収入面に関しては満足

していない人が多いことがわかります。

なお、「大いに不満がある」（20.6%）と「ど

ちらかといえば不満がある」（43.0%）と

回 答 し た 人 を 合 わ せ る と ６ 割 以 上

（63.6%）に上りました。 

 

◆「年収があと最低どのくらいアップし

て欲しいか？」 

全体で最も多かった回答は「50～100

万円未満」（32.1％）で、次に「100～200

万円未満」（29.7％）が多く、両者を合わ

せると「50～200 万円未満」のアップを

希望する人の割合が６割以上（61.8%）を

占めました。さらに「50 万円未満」、「50

～100 万円未満」、「100～200 万円未満」

を合計すると、76.2%の人が「年収の不足

額は 200 万円未満」と感じていることに

なります。 

 

どうなる！？「夫婦別姓制度」 

 
◆ついに導入なるか？ 

現在、法務省は、今年の通常国会への

「民法改正案」の提出を予定しています。

その中で注目すべき項目は、何といって

も「選択的夫婦別姓制度」の導入です。 

これまで、民主党が野党時代に議員立

法を繰り返し提出するなど、幾度となく

議論されてきた問題であり、実際に導入

されるとなれば様々な影響が生じるもの

と思われます。 

 

◆改正案の主な内容 

現在予定されている「民法改正案」の

主な内容は次の通りです。 

（１）夫婦の姓について「同姓」か「別

姓」かの選択を可能とする。 

（２）夫婦別姓を選択した場合の子の姓

は夫婦のどちらかに統一する。 

（３）結婚年齢を男女とも「18 歳」とす

る。 

（４）嫡出子と非嫡出子の相続における

格差をなくす。 
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（５）女性の再婚禁止期間を「100 日」

（現行は 180 日）とする。 

 

◆「夫婦別姓制度」導入による影響 

現在の「夫婦同姓制度」の根拠は「夫

婦は、婚姻の際に定めるところに従い、

夫又は妻の氏を称する。」（民法第 750

条）という条文にあります。この条文を

変更して、夫婦の姓について「同姓」と

するか「別姓」とするかを選択できるよ

うにするというのが、今回の改正の趣旨

です。 

「夫婦別姓制度」が導入されると、結婚

した場合でも免許証や銀行口座等の名義

変更の必要がなくなる、職場での改姓の

必要なくなるなどの効果があります。し

かし、様々な理由から、与党内にも夫婦

別姓に反対する人も少なからずいるよう

であり、すんなりと改正が行われるのか

は微妙な情勢といえるでしょう。 

 

日本における今後の「雇用戦略」

とは？ 

 
◆６つの戦略分野 

政府の「成長戦略策定会議」は、2009

年 12 月 30 日に「新成長戦略（基本方針）」

というものを発表し、今後、日本が成長

していくうえで強みとなるものとして、

次の６つの戦略分野を示しました。 

（１）環境・エネルギー大国戦略 

（２）健康大国戦略 

（３）アジア経済戦略 

（４）観光立国・地域活性化戦略 

（５）科学・技術立国戦略 

（６）雇用・人材戦略 

 

◆各分野における新規雇用の目標値 

「環境・エネルギー大国戦略」の項目で

は、環境分野における 140 万人の新規雇

用創出、「健康大国戦略」の項目では、医

療・介護・健康関連サービス分野におけ

る 280 万人の新規雇用創出が、2020 年ま

での目標として示されています。また、

「観光立国・地域活性化戦略」の項目で

は、観光関連で 56 万人の新規雇用創出を

目標としています。 

今後、これらのビジネス分野において

は、政府によるバックアップ、支援など

が積極的に行われていく可能性が非常に

高いものと思われます。 

 

◆「雇用・人材戦略」の内容 

「雇用・人材戦略」の項目においては、

2020 年までの目標として、「若者フリー

ター約半減」、「ニート減少」、「女性 M 字

カーブ解消」、「高齢者就労促進」、「障害

者就労促進」、「ジョブ・カード取得者 300 

万人」、「有給休暇取得促進」、「最低賃金

引上げ」、「労働時間短縮」が掲げられて

います。 

具体的な施策としては、「若者・女性・

高齢者・障害者の就業率向上」、「『トラン

ポリン型社会』の構築」、「ジョブ・カー

ド制度の発展」、「地域雇用創造と『ディ

ーセント・ワーク』の実現」などが示さ

れています。 

これらの施策が確実に効果を上げるこ

とにより、現在の景気低迷の影響による

雇用不安が解消されていくことが非常に

期待されているといえます。 

 

２月の税務と労務の手続［提出

先・納付先］ 

 
1 日 

○ 贈与税の申告受付開始＜３月 15 日

まで＞［税務署］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の

納付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出

＜前月以降に採用した労働者がいる

場合＞ 
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［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出

＜前月以降に一括有期事業を開始し

ている場合＞ 

［労働基準監督署］ 

15 日 

○ 所得税の確定申告受付開始＜３月 15

日まで＞［税務署］ 

   

28 日 

○ 固定資産税＜都市計画税＞の納付＜

第４期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 法人税の申告＜決算法人及び決算期

の定めのない人格なき社団等につい

て＞［税務署］ 

○ じん肺健康管理実施状況報告の提出

［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局また

は銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提

出［年金事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器

使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 


